
（平成２６年４月９日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会東京地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 18 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 17 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 18 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 12 件



関東東京国民年金 事案13948 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40年３月から 42年２月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年３月から42年２月まで 

    私の母は、国民年金制度発足当初に私の国民年金の加入手続を行い、私が実家にい

る間の国民年金保険料を納付してくれた。私は、昭和 38 年頃から、40 年 10 月頃ま

で店に勤務しており、店主が私の国民年金の加入手続を行い、給料から天引きした保

険料を定期的に役所で納付してくれていたと思う。退職後もしばらくの間、店主が私

の保険料を納付してくれ、昭和 41 年度の保険料は夫が役所で納付してくれた。昨年、

日本年金機構から「年金記録確認のお願い」のはがきが届き、国民年金手帳を確認し

たところ申立期間の保険料は納付済みとなっていた。申立期間は国民年金の未加入期

間とされているが、保険料の納付済期間としてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する国民年金手帳の印紙検認記録欄では、申立人は、昭和 42 年３月３

日に41年４月から 42年３月までの国民年金保険料を納付していることが確認できる。

また、当該手帳にはＡ区厚生部国民年金課のゴム印が押され、42 年３月４日の日付及

び「前住地（Ａ区）での納付状況」と記載されているメモが貼付されており、同メモに

は昭和38年度から 40年度の保険料は「納付済」とゴム印が押されているほか、申立期

間当時、申立人が居住していた町の被保険者名簿の摘要欄には、「38／４～41／３ Ａ

区」の記載があることなどから、申立人は、申立期間の保険料を納付していたものと推

認できる。 

一方、申立期間は、申立人が昭和 40 年３月＊日に婚姻により共済組合の組合員の配

偶者となったことから、国民年金の強制加入被保険者の資格を喪失し、42 年３月３日

に任意加入被保険者の資格を取得するまでの期間であり、制度上、保険料を納付するこ

とができない期間である。 

 本来であれば、上記の申立人の強制加入被保険者資格の喪失により、申立期間の保険

 

  

 



料の還付手続を行うべきところ、平成 25年11月に還付決議がなされるまでの間、還付

された事実は認められないことから、申立人が申立期間の保険料相当額を納付し、長期

間国庫歳入金として扱われていたことは明らかであり、制度上、任意加入となる要件を

欠き、資格喪失しているため被保険者となり得ないことを理由として、申立期間の被保

険者資格と保険料納付を認めないのは信義衡平の原則に反するものと考えられる。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25119 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成17年４月10日は９万

6,000円、同年８月 10日は 14万 3,000円、同年 12月 10日は 16万 4,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成17年４月10日 

② 平成 17年８月10日 

③ 平成 17年12月10日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録

が無い。申立期間においても賞与が支給されていたので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金から提出された申立人に係る賞与記録（異動記録

マスタ＋賞与異動記録マスタ一覧）により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受けていたことが確認できる。 

また、Ｂ厚生年金基金における申立人の申立期間以外の期間である平成 16 年４月 10

日、同年８月 10 日及び同年 12 月 10 日の標準賞与額とオンライン記録の標準賞与額は

一致している。 

さらに、申立人と同様に申立期間において標準賞与額に係る記録が欠落している複数

の従業員が所持している賞与支給明細書により、当該賞与に係る厚生年金保険料を控除

されていることが確認できることから、申立人についても、申立期間において厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたものと推認できる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、上記厚生年金基金の賞与記録及

び従業員の賞与支給明細書を基に算出した保険料控除額から、平成17年４月10日は９

万 6,000円、同年８月 10日は 14万 3,000円、同年 12月 10日は 16万 4,000円とする

  



ことが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

人と同様にＡ社から賞与を受けていたとする複数の従業員も、その所持する賞与支給明

細書により申立期間の厚生年金保険料が控除されていることが確認できるところ、オン

ライン記録に当該標準賞与額の記録が無いことから、事業主は、申立てどおりの賞与額

に係る届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25120 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る標準報酬月額の記録については、平成 15 年４月から同年

７月までを 15万円、同年８月から同年 11月までを 16万円、同年 12月から 17年８月

までを19万円、同年９月から 18年８月までを18万円に訂正することが必要である。 

また、申立人の申立期間③に係る標準報酬月額の記録については、事後訂正の結果、

19 万円とされているところ、当該額は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 13 万 4,000 円とされて

いるが、申立人は、当該期間について、訂正前の記録を上回る標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を 18 万

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間②及び③に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成13年７月１日から15年４月１日まで 

            ② 平成 15年４月１日から18年９月１日まで 

            ③ 平成18年９月１日から19年６月１日まで 

Ａ社で勤務していた期間のうち、申立期間①から③までの標準報酬月額が、給与額

に見合う標準報酬月額より低くなっている。当該期間に係る給与明細書を提出するの

で、調査して、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の申立期間②に係る標準報酬月額は、オンライン記録では、13 万 4,000 円

となっているが、申立人から提出されたＡ社の当該期間に係る給与明細書から、厚生

年金保険料控除額及び報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬

月額より高いことが確認できる。 

  



一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額については、上記給与明細書

の報酬月額又は厚生年金保険料控除額から、平成 15年４月から同年７月までを15万

円、同年８月から同年 11月までを 16万円、同年 12月から 17年８月までを 19万円、

同年９月から 18年８月までを 18万円とすることが妥当である。 

また、申立期間③に係る標準報酬月額については、オンライン記録によると、当初、

13 万 4,000 円と記録されていたが、当該期間に係る厚生年金保険料を徴収する権利

が時効により消滅した後の平成 21 年７月に、19 万円に訂正されたところ、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該

訂正後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた標準報酬月額となっている。 

しかしながら、当該期間に係る給与明細書において確認できる厚生年金保険料控除

額は、当初記録されていた標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高いと認めら

れることから、当該期間の標準報酬月額については、特例法に基づき、上記給与明細

書において確認できる厚生年金保険料控除額から、18 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間②及び③に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額を誤って届け出たこと、

また、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付していないことを認

めていることから、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

２ 申立期間①については、当該期間に係る給与明細書によると、報酬月額に見合う標

準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額より高いことが確認できるものの、厚

生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録と一致又は低いことが

確認できることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは

行わない。 

  



関東東京厚生年金 事案25121 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年 12月 15日は 26

万5,000円、18年８月 10日は25万5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年12月15日 

② 平成 18年８月10日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間に係る標準賞与額の記

録が無い。申立期間に賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を控除されて

いたので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＢ銀行の普通預金通帳及びＡ社の元従業員が保有している申立

期間に係る賞与の明細書（冬季明細書及び夏季明細書）から判断すると、申立人は、申

立期間に同社から賞与の支給を受けていたことが確認できる。 

また、Ａ社の事業主は、賞与を支給した者については、当該賞与に係る厚生年金保険

料を控除していたと供述している上、上記元従業員の賞与の明細書により、賞与額に見

合う厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人は、申

立期間において、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたものと認めら

れる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記Ｂ銀行の普通預金通帳の賞与振込額か

ら推認した賞与額から、平成 17 年 12 月 15 日は 26 万 5,000 円、18年８月 10 日は 25

万5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の当該賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、また、

  



当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履

行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25122 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 24 万 7,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年８月10日 

  Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間に係る標準賞与額の記

録が無い。申立期間に賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を控除されて

いたので、標準賞与額を認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＢ銀行の普通預金通帳及びＡ社の元従業員が保有している申立

期間に係る賞与の明細書（夏季明細書）から判断すると、申立人は、申立期間に同社か

ら賞与の支給を受けていたことが確認できる。 

また、Ａ社の事業主は、賞与を支給した者については、当該賞与に係る厚生年金保険

料を控除していたと供述している上、上記元従業員の賞与の明細書により、賞与額に見

合う厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人は、申

立期間において、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたものと認めら

れる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記Ｂ銀行の普通預金通帳の賞与振込額か

ら推認した賞与額から、24万7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間の賞与に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行

については、事業主は、申立人の当該賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に行っ

ておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 

  



  

関東東京厚生年金 事案25123 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を昭和

35 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年７月１日から同年10月１日まで 

Ａ社又は同社の関連会社であるＣ社（現在は、Ｄ社）に勤務した期間のうち、申立

期間の厚生年金保険の加入記録が無い。被保険者記録が存在する前後の期間と同様、

申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及びＣ社における当時の複数の元従業員による供述から判断すると、申立人は、

申立期間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及びＡ社に係る事業所

別被保険者名簿で、申立人と同様に、昭和 35 年７月１日にＣ社における厚生年金保険

の被保険者資格を喪失し、同年 10 月１日にＡ社において資格を取得していることが確

認できる元従業員は、同年７月から同年９月までの申立期間に係る給料支払明細書を保

有しており、当該給料支払明細書においては、各月とも厚生年金保険料が控除されてい

ることが確認できる。 

さらに、当時の複数の元従業員は、厚生年金保険について、職種等に関係無く、同様

の取扱いであった旨供述している。 

これらのことから、申立人についても、Ａ社における申立期間に係る厚生年金保険料

の控除について、上記元従業員と同様の取扱いを受けていたものと推認される。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料をＡ社の事



業主により給与から控除されていたものと認められる。 

一方、Ａ社に係る上記被保険者名簿により、同社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは昭和35年10月１日であり、申立期間は厚生年金保険の適用事業所ではないこと

が確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本によると、同社は、設立年月日が昭

和 35 年６月３日であることが確認できる法人事業所であり、また、同社における当時

の複数の従業員の供述により、５人以上の従業員が常時勤務していたことが確認できる

ことから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断

される。 

また、上記給料支払明細書において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報

酬月額は、上記元従業員のＣ社における資格喪失時（昭和 35 年６月）における標準報

酬月額と一致している。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申立人のＣ社における資格喪

失時（昭和 35 年６月）の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているものの、Ａ社は申

立期間において厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務

所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、事業主は、申立人の申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25124 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、②、③及び④に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、申立人のＡ社における当該期間の標準賞与額に

係る記録を、平成 15 年７月 23 日及び同年 12 月３日は 13 万円、17 年７月７日は５万

円、18年７月 31日は15万5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年７月23日 

② 平成 15年12月３日 

③ 平成 17年７月７日 

④ 平成 18年７月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間①、②、③及び④に係

る標準賞与額の記録が無い。当該期間についても賞与が支給され、当該賞与に係る厚

生年金保険料を控除されていたので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録により、申立期間①、②、③及び④について、Ａ社におい

て厚生年金保険の被保険者であったことが確認できるところ、申立人が当該期間に給与

振込口座を開設していた銀行から発行された申立人に係る取引明細証明書により、給与

とは別に、平成 15年７月 23日、同年 12月３日、17年７月７日及び 18年７月 31日に、

同社から賞与として、それぞれ、10 万 6,644 円、10 万 5,858 円、４万 680 円、12 万

5,997円が振り込まれていることが確認できる。 

また、申立期間①、②及び③当時の事業主及び経理・社会保険事務担当者は、賞与を

支給した者については、厚生年金保険料を控除していたとしているところ、複数の元従

業員から提出された当該期間に係る賞与の支給明細書により、いずれも賞与額に見合う

厚生年金保険料が控除されていることが確認できる上、申立人が申立期間④に居住して

いたＢ市から提出のあった平成 19 年度の住民税に係る資料の社会保険料控除額とオン

  



ライン記録の平成 18 年の標準報酬月額から算出した社会保険料との差額は、申立期間

④の賞与振込額を基に算出した社会保険料とほぼ一致することから、申立人は、申立期

間①、②、③及び④に係る厚生年金保険料を賞与から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間①、②、③及び④の標準賞与額については、上記取引明細証明

書及び平成 19 年度の住民税に係る資料の社会保険料控除額から推認した賞与総支給額

及び保険料控除額から、平成 15 年７月 23 日及び同年 12 月３日は 13 万円、17 年７月

７日は５万円、18年７月 31日は15万5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①、②、③及び④の賞与に係る厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、申立期間当時の経理・社会保険事務担当者は、申立人の

当該賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、また、当該賞与に係る

厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと

認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25125 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、②、③、④及び⑤に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認められることから、申立人のＡ社における当該期間の標準賞与

額に係る記録を、平成 15年７月 23日は 20万円、同年 12月３日は 12万円、16年７月

26日は10万円、同年 12月７日は 17万6,000円、18年７月31日は17万3,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年７月23日 

② 平成 15年12月３日 

③ 平成 16年７月26日 

④ 平成 16年12月７日 

⑤ 平成 18年７月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間①、②、③、④及び⑤

に係る標準賞与額の記録が無い。当該期間についても賞与が支給され、当該賞与に係

る厚生年金保険料を控除されていたので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録により、申立期間①、②、③、④及び⑤について、Ａ社に

おいて厚生年金保険の被保険者であったことが確認できるところ、申立人が当該期間に

給与振込口座を開設していた銀行の預金通帳及び同行から発行された申立人に係る取引

明細証明書により、給与とは別に、平成 15年７月23日、同年12月３日、16年７月26

日、同年 12 月７日及び 18 年７月 31 日に、Ａ社から賞与として、それぞれ、16 万

5,647 円、９万 9,389円、８万 2,824 円、14万 5,992 円、14万 2,712 円が振り込まれ

ていることが確認できる。 

また、申立期間①、②、③及び④当時の事業主及び経理・社会保険事務担当者は、賞

与を支給した者については、厚生年金保険料を控除していたとしているところ、申立人

  



が申立期間当時に居住していたＢ市から提出のあった平成 16 年度、17 年度及び 19 年

度の「リカバリ用電子データ（課税資料）」に記載されている社会保険料控除額とオン

ライン記録の平成 15 年、16 年及び 18 年の標準報酬月額から算出した社会保険料との

差額は、申立期間①、②、③、④及び⑤の賞与振込額を基に算出した社会保険料とほぼ

一致することから、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を賞与から控除されてい

たことが認められる。 

したがって、申立期間①、②、③、④及び⑤の標準賞与額については、上記預金通帳、

取引明細証明書及び「リカバリ用電子データ（課税資料）」により推認できる厚生年金

保険料控除額から、平成 15年７月 23日は 20万円、同年 12月３日は 12万円、16年７

月 26日は 10万円、同年 12月７日は 17万 6,000円、18年７月 31日は 17万 3,000円

とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①、②、③、④及び⑤の賞与に係る厚生年金保険料の事業主

による納付義務の履行については、申立期間当時の経理・社会保険担当者は、申立人の

当該賞与に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、また、当該賞与

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行してい

ないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25126 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る

記録を、平成 14 年２月から同年９月までは 50 万円、同年 10 月から 15 年５月までは

47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成14年２月１日から15年６月25日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の報

酬月額より低くなっているので、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における平成14年２月から15年１月までの

期間の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、14 年２月から同年９月までは 50 万円、

同年10月から 15年１月までは 47万円と記録されていたところ、同年２月25日付けで、

14 年２月に遡って９万 8,000 円に減額訂正されていることが確認できる上、申立人と

同様に、事業主を含む 11 人について、15 年２月 25 日付けで、標準報酬月額の遡及減

額訂正が行われていることが確認できる。 

また、Ａ社の元従業員は、申立期間当時、事業主が社会保険事務所に保険料減額の相

談に行ったとの話を聞いたことがあり、倒産する最後の２か月くらいは給与が支給され

なかったと供述していることから判断すると、同社は厚生年金保険料を滞納していたこ

とがうかがえる。 

さらに、申立人は、Ａ社の商業・法人登記簿謄本において取締役でなかったことが確

認できる上、上記元従業員は、申立人は社会保険事務には関与していなかったと供述し

ている。 

これらを総合的に判断すると、平成 15年２月25日付けで行われた遡及減額訂正処理

は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該処理に合理的な理由は

無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、当該処理の結果として記録

されている申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届

  



け出た、平成 14年２月から同年９月までは 50万円に、同年10月から15年５月までは

47万円に訂正することが必要であると認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25127 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15 年７月 14 日は 35

万円、同年12月15日は32万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月14日 

           ② 平成 15年12月15日 

Ａ社から派遣されて、同社が業務委託を受けていたＢ大学において、食堂関係の仕

事に従事していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無い。

同社からの賞与の振込みが確認できる資料を提出するので、申立期間の標準賞与額を

認めてほしい。 

  

   

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、オンライン記録により、申立期間について、Ａ社において厚生年金保険の

被保険者であったことが確認できるところ、申立人の上司及び同僚が保有する平成 15

年の賞与明細書により、同社では、同年７月 14 日及び同年 12 月 15 日に賞与が支給さ

れていたことが確認できる。 

また、申立人から提出されたＣ銀行発行の「普通預金元帳」において、これらの翌日

付けで、給与とは別にＡ社からの振込記録（平成 15年７月 15日は 28万 3,248 円、同

年 12月 16日は 25万 8,969円の振込み）が確認できることから、申立人は、申立期間

に同社から賞与を支給されていたことが認められる。 

さらに、当該上司及び同僚の賞与明細書において保険料控除が確認できる上、当該上

司は、Ｂ大学で食堂関係の仕事をしていた者は、申立人及び当該同僚のほかに二人いた

としているところ、一人は死亡しており賞与の支給について確認することができないが、

もう一人は、賞与の振込記録及び住民税課税資料により、申立期間に係る賞与からの保

険料控除が推認できることから、申立人についても、申立期間に係る厚生年金保険料を

  



事業主により賞与から控除されていたものと認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記「普通預金元帳」の賞与振込額

を基に算出した賞与額から、平成 15年７月14日は35万円、同年12月15日は32万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、オンライン記録によると、上記上司及び同僚二人について、いずれも届出に基づ

く申立期間に係る標準賞与額の記録が無いことから、事業主は、申立人の申立期間に係

る賞与額の届出を行っていないと認められ、その結果、社会保険事務所（当時）は、当

該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25128 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

を、平成８年 12月から 10年９月までは53万円、同年10月から11年４月までは56万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年 12月１日から11年５月１日まで 

 ３、４年前に、自身の年金記録の通知を見て、申立期間の標準報酬月額が実際の報

酬額より低くなっていることを知った。正しい標準報酬月額に戻してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係るオンライン記録によると、申立人の平成８年 12 月から 10 年 11 月までの

期間に係る標準報酬月額は、当初、８年 12月から10年９月までは53万円、同年10月

及び同年 11月は 56万円と記録されていたところ、同年 12月 28日付けで９年 10月及

び 10年 10月の定時決定の記録が取り消された上で、８年 12月に遡って９万 2,000 円

に減額訂正されている上、申立人と同日付けで標準報酬月額を減額訂正された者が 16

名いることが確認できる。 

このことについて、Ａ社の申立期間当時の社会保険事務担当者は、「当時、社会保険

料の滞納があり、社会保険事務所から、標準報酬月額の等級を下げて申告するように言

われ、実際の等級以下に訂正した。訂正の届出を行ったのは、当時の課長以上の人が対

象だったと思う。」旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該期間に係る標準報酬月

額を遡って減額訂正する合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められな

いことから、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成８年12月から10年９月

までは53万円、同年 10月から 11年４月までは56万円に訂正することが必要である。 

  



関東東京厚生年金 事案25129 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

当該脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年３月21日から38年２月１日まで 

年金記録の確認をしたところ、申立期間について脱退手当金の支給記録が有ること

を知った。 

しかし、申立期間に勤務したＡ社を退職したときには、会社から脱退手当金につい

ての説明は無く、脱退手当金を会社から受け取った記憶も、自分で請求した記憶も無

いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の脱退手当金が支給決定されたとされる昭和 38 年当時の社会保険事務所（当

時）における脱退手当金の支給に係る事務処理においては、脱退手当金の請求書には、

厚生年金保険被保険者証の添付が義務付けられており、当該請求書を受け付けた社会保

険事務所では、脱退手当金の支給決定後に、当該被保険者証に、脱退手当金を支給した

旨の「脱」の表示を行い、これを請求者に返還することとされていたところ、申立人が

現在も所持しているＡ社において厚生年金保険被保険者資格を取得した際に発行された

厚生年金保険被保険者証には、「脱」の表示が確認できない。 

また、申立人は、申立期間に係る脱退手当金が支給決定された昭和 38 年４月には、

既に国民年金に加入している上、同月の国民年金保険料は納付済みと記録されており、

申立人が、その当時脱退手当金を請求する意思を有していたものとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案25130 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成元年６月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年５月 31日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社から関連会社

であるＢ社への異動はあったものの、継続して勤務していたので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＡ社及び複数の同僚の回答から判断すると、申立人は、同

社及びその関連会社であるＢ社に継続して勤務し（平成元年６月１日にＡ社からＢ社に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成元年４月の社

会保険事務所（当時）の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明

としているが、事業主が資格喪失日を平成元年６月１日と届け出たにもかかわらず、社

会保険事務所がこれを同年５月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年５月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25131 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を

昭和49年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を11万8,000円とすることが必

要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年12月31日から49年１月１日まで 

 Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社Ｃ支

社で継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｃ支社で申立人と一緒に勤務していたとする複数の従業員の供述から、申立人は

申立期間に同社同支社に継続して勤務していたと認められる。 

また、申立期間にＡ社Ｃ支社で勤務していた従業員から提出のあった給料明細書から

当該期間の保険料控除が確認できる。 

なお、Ａ社Ｃ支社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 49 年１月１日であ

るところ、上記従業員から提出のあった 48 年 12 月の給料袋には「Ａ社総務部」、49

年１月の給料袋には「Ａ社Ｃ支社」と記載されていることから、申立期間の給料は同社

（本社）で支給されていたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社において、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社における昭和48年11月の社会保険

事務所（当時）の記録から、11万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主が資格

喪失日を昭和49年１月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを48年

  



12 月 31 日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人

に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25132 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17 年７月 15 日は 14

万7,000円、同年 12月15日は17万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成17年７月15日 

           ② 平成 17年12月15日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、平成17年７月及び同年12月に

支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無い。当該賞与に係る明細書は無いが、賞

与は年２回支給されており、毎年同じような支給割合だったと記憶しているので、申

立期間の標準賞与額を認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の給与関係業務を受託していた会計事務所から提出された申立人の賞与に係る平

成 17 年分年末調整一覧表から、申立人は、同年に同社から賞与の支払を受け、当該賞

与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

なお、当該年末調整一覧表では申立人に係る平成 17 年分の賞与の総額は分かるが、

賞与支給月及び当該月の賞与支給額が確認できないところ、Ａ社の従業員が保有してい

た申立期間に係る賞与明細書により、平成 17年７月及び同年12月に賞与が支払われた

ことが確認できることから、申立人についても当該月に賞与が支払われたとすることが

妥当である。 

また、申立人の申立期間に係る賞与額については、上記従業員の平成 17 年７月及び

同年 12 月の賞与明細書に記載された賞与額を基に算出した同年分の賞与支給割合から、

同年７月は15万円、同年 12月は 18万7,000円とすることが妥当である。 

しかしながら、当該賞与額及び上記明細書で確認できる厚生年金保険料率を基に算出

した厚生年金保険料控除額に見合う標準賞与額は、平成17年７月は14万7,000円、同

  



年12月は17万8,000円となるところ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標

準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、平成17年７月15日は

14万7,000円、同年 12月15日は 17万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人にかかる保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社から回

答が得られず、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25133 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15年 12月 10日は 80

万円、18年６月８日は 65万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月10日 

         ② 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 15 年 12 月及び 18 年６月の賞与一覧表等により、申立人は、

申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与一覧表等において確認できる保険

料控除額及び賞与額から、平成 15年 12月 10日は 80万円、18年６月８日は 65万円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25134 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、平成 15年12月10日及び18年６月８日の標準賞与額に係る記録

を、それぞれ 150万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月10日 

         ② 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 15 年 12 月及び 18 年６月の賞与一覧表等により、申立人は、

申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与一覧表等において確認できる保険

料控除額から、それぞれ 150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が上記賞

与一覧表等において確認できる保険料控除額に見合う賞与額に係る届出を社会保険事務

所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案25135 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15年 12月 10日は 42

万円、18年６月８日は 84万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和55年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月10日 

         ② 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 15 年 12 月及び 18 年６月の賞与一覧表等により、申立人は、

申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与一覧表等において確認できる保険

料控除額及び賞与額から、平成 15年 12月 10日は 42万円、18年６月８日は 84万円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京国民年金 事案13949（事案12871の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 12 年７月から 13 年５月までの期間、14 年３月及び同年４月の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。また、13 年６月か

ら 14 年２月までの期間の保険料を重複して納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成12年７月から13年３月まで 

           ② 平成13年４月及び同年５月 

           ③ 平成 13年６月から14年２月まで 

           ④ 平成 14年３月及び同年４月 

私は、平成 12 年７月に厚生年金保険適用事業所を退職した後、市役所出張所で国

民年金及び国民健康保険の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を同出張所で

毎月納付していた。申立期間①の保険料が免除とされていることに納得できない。 

また、私は平成 13 年４月に会社に再就職したが、入社時に社会保険加入の説明が

無く、健康保険被保険者証をもらえなかったので、厚生年金保険には未加入であると

思い、国民年金保険料及び国民健康保険税を納付していた。14 年３月の再就職先の

会社も上記と同様であったので、国民年金保険料を継続して納付していた。申立期間

②及び④については、厚生年金保険に加入していることが分かったので、当該期間の

保険料が還付されていないことに納得できない。 

さらに、私は平成 14 年７月に転居して両親と同居したが、社会保険事務所（当

時）の職員から保険料に未納があるので納付するよう督促され、私の父と私が申立期

間③の保険料を納付したが、申立期間③の保険料は前住地で私が既に納付していたの

で、当該期間の保険料を重複して納付したことになる。申立期間③の保険料が還付さ

れていないことに納得できない。 

前回の申立てでは記録訂正が認められなかったが、オンライン記録のみを基にして

結論を出されても納得できず、前回の申立てに対する結論は矛盾していると思うので、

改めて審議してほしい。 

  

  

  

 

 

  



第３ 委員会の判断の理由 

本件申立てについては、ⅰ）申立期間①については、申立人が当時居住していた市の

国民年金被保険者名簿では申請免除期間とされているほか、免除申請日及び処理年月日

がオンライン記録で確認できること、ⅱ）申立期間②及び④については、申立人は当該

期間の国民年金保険料及び国民健康保険税を継続して納付していたと説明しているが、

申立人が当時居住していた市の「国民健康保険被保険者資格の取得・喪失履歴」で、申

立人は厚生年金保険被保険者資格取得に伴う国民健康保険の資格喪失手続を行っている

ことが確認できるほか、当該期間に係る厚生年金保険の資格取得記録等がオンライン記

録で確認でき、申立人の説明と相違していること、ⅲ）申立期間③については、申立人

は、現在も居住する市を管轄する社会保険事務所（当時）が発行した「国民年金保険料

納付状況証明書」及び平成 14 年１月・同年２月の保険料の領収証書を提出しているが、

当該証明書等から申立人及びその父親が当該期間の保険料を重複して納付していたこと

はうかがえないほか、当該期間のうち、13 年６月から同年 12 月までの保険料を重複納

付していたとする父親から当時の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の

状況が不明であること、ⅳ）申立人の希望により実施した口頭意見陳述において申立人

が提出した資料についても、申立期間の保険料を納付していたことを示す資料とは言え

ないことなどを理由として、既に年金記録確認Ａ地方第三者委員会（当時。以下「Ａ委

員会」という。）の決定に基づき、平成 24年２月22日付けで年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

これに対して、申立人は、オンライン記録のみで結論を出されても納得できないなど

として再度申立てを行い、申立期間当時に居住していた市の「国民健康保険税 収納状

況一覧表」を提出しているが、Ａ委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認め

られず、申立人の希望により再度実施した口頭意見陳述においても、申立人が申立期間

①、②及び④の保険料を納付し、申立人及びその父親が申立期間③の保険料を重複して

納付していたことをうかがわせる事情の説明や新たな資料の提出は無く、そのほかに同

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期

間①、②及び④の国民年金保険料を納付し、申立期間③の保険料を重複して納付してい

たものと認めることはできない。 

 

 

  



関東東京国民年金 事案13950 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和46年７月から55年１月までの期間、同年７月から61年９月までの期間、

62年２月、同年３月及び同年７月から63年３月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和46年７月から55年１月まで 

           ② 昭和55年７月から61年９月まで 

           ③ 昭和62年２月及び同年３月 

           ④ 昭和62年７月から63年３月まで 

  私は、Ａ区で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたが、昭和

46 年にＢ区へ転居した後は多忙なこともあり、２、３度保険料を納付しただけで、

ほとんど保険料を納付していなかった。その後 56 年頃に自宅に来た集金人に未納期

間の保険料を納付するように言われたため、数十万円の保険料を遡って納付した。そ

の後は納付忘れが無いように口座振替で保険料を納付していたので、保険料は全て納

付済みになっていると思っていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、当該期間当時は２、３度のみ国民年金保険料を現

年度納付し、申立期間②の期間中の昭和56年頃に数十万円の保険料を遡って納付したと

述べているものの、申立人の保険料の納付期間及び納付額に関する記憶は明確でない上、

同年時点では、申立期間①の大部分は、時効により保険料を納付することができない期

間である。   

申立期間②については、申立人は、昭和56年以降は口座振替で保険料を納付していた

と思うとしているが、当該期間中の59年５月10日に作成された年度別納付状況リストの

納付方法欄には、「ＡＯ」（定額保険料３か月納付）と記載され、口座振替を示すコー

ドとは異なっていることが確認でき、申立人は納付方法に関する記憶が明確でない。 

申立期間③及び④については、申立人は、上記のとおり、昭和56年以降は口座振替で

  



保険料を納付し、振替不能になった記憶も納付書で納付した記憶も無いと述べているが、

当該期間前後の期間の保険料を時効直前に過年度納付していることがオンライン記録で

確認でき、保険料の納付時期及び納付方法に関する記憶は明確でない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 

 

  



関東東京国民年金 事案13951（事案8501及び13455の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年４月から 48年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年４月から48年３月まで 

   私は、Ａ市に転入した昭和 41 年以降に、婦人会会長宅で国民年金の加入手続を行

い、同会長宅に来ていた集金人に国民年金保険料を納付していた。私は、加入当時の

保険料は100円であったことを記憶している。婚姻後は、妻が同会長宅に来ていた集

金人に夫婦二人の保険料を納付していた。申立期間の保険料が夫婦共に未納とされて

いることに納得できないので、これまでに記録を訂正するよう２回申し立てたが認め

られなかった。今回、二つの資料を提出するので、改めて審議してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、当初、昭和 36年４月から48年３月までの期間を申立期間として申立てを

行っていたが、ⅰ）申立人の国民年金手帳記号番号は、申立期間後の 49 年３月に夫婦

２番違いで払い出されており、申立期間（全体）の国民年金保険料を納付するためには、

当時実施されていた第２回目の特例納付により納付する以外にないが、申立人は特例納

付した記憶は無いと説明していること、ⅱ）申立期間当時に申立人に対して別の手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらないことなどから、既に年金

記録確認Ｂ地方第三者委員会（当時。以下「Ｂ委員会」という。）の決定に基づき、平

成22年９月 29日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 これに対して申立人は、保険料の納付開始月を勘違いしていたとして、申立期間を昭

和41年４月から 48年３月までの期間に変更した上、二人の証人からの証言書を提出し

て再申立てを行っている。 

 しかし、証言書を提出した二人の証人から証言書に記載されている内容について聴取

した結果、証言書の内容は申立人が申立期間の保険料を納付したことを裏付けるもので

はない上、Ｂ委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないとして、平成

24年９月12日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

  

  

  



   今回、申立人は、新たに、保険料の納付を示す資料として昭和43年４月10日発行の

Ａ市の広報、申立期間当時の集金制度等についての同市からの回答文書を提出し、その

記載内容から、集金人が保険料を集金していた事実が判明したとして再々度の申立てを

行っている。しかしながら、二つの資料は、同市が申立期間当時に国民年金保険料に関

して集金人制度を導入していたことを示してはいるが、申立人が申立期間の保険料を納

付していたことを裏付けるものではないことから、Ｂ委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情には当たらず、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 

 

  



関東東京国民年金 事案13952（事案8502及び13456の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年４月から 48年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年４月から48年３月まで 

 私は、婚姻した昭和 43 年５月頃に、居住していたＡ市において、婦人会会長宅で

国民年金の加入手続を行い、夫が国民年金保険料の納付を開始した 41 年４月まで遡

って保険料を納付し、その後は私が夫婦二人の保険料を同会長宅に来ていた集金人に

納付していた。申立期間の保険料が夫婦共に未納とされていることに納得できないの

で、これまでに記録を訂正するよう２回申し立てたが認められなかった。今回、二つ

の資料を提出するので、改めて審議してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、当初、昭和 36年４月から48年３月までの期間を申立期間として申立てを

行っていたが、ⅰ）申立人の国民年金手帳記号番号は、申立期間後の 49 年３月に夫婦

２番違いで払い出されており、申立期間（全体）の国民年金保険料を納付するためには、

当時実施されていた第２回目の特例納付により納付する以外にないが、申立人の夫は特

例納付した記憶は無いと説明していること、ⅱ）申立期間当時に申立人に対して別の手

帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらないことなどから、既に

年金記録確認Ｂ第三者委員会（当時。以下「Ｂ委員会」という。）の決定に基づき、平

成22年９月 29日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 これに対して申立人は、保険料の納付開始月を勘違いしていたとして、申立期間を昭

和43年５月から 48年３月までの期間に変更した上、二人の証人からの証言書を提出し

て再申立てを行っている。 

 しかし、証言書を提出した二人の証人から証言書に記載されている内容について聴取

した結果、証言書の内容は申立人が申立期間の保険料を納付したことを裏付けるもので

はない上、Ｂ委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないとして、平成

24年９月12日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 

  

  

 



   今回、申立人は、加入手続を行った昭和 43 年に、夫が保険料の納付を開始した時期

まで遡って保険料を納付したとして、申立期間を 41年４月から48年３月までの期間に

変更し、新たに、保険料の納付を示す資料として 43年４月10日発行のＡ市の広報、申

立期間当時の集金制度等についての同市からの回答文書を提出し、その記載内容から、

集金人が保険料を集金していた事実が判明したとして再々度の申立てを行っている。し

かしながら、二つの資料は、同市が申立期間当時に国民年金保険料に関して集金人制度

を導入していたことを示してはいるが、申立人が申立期間の保険料を納付していたこと

を裏付けるものではないことから、Ｂ委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情には

当たらず、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。 

 

  



関東東京国民年金 事案13953 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年４月から 49年３月までの期間、55年７月から 56年１月までの期

間、同年３月から 61年３月までの期間及び同年５月から63年３月までの期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月から49年３月まで 

           ② 昭和 55年７月から56年１月まで 

           ③ 昭和 56年３月から57年３月まで 

           ④ 昭和 57年４月から61年３月まで 

           ⑤ 昭和 61年５月から63年３月まで 

私たち夫婦は、昭和 40 年４月頃に国民年金の加入手続を行い、私の妻が夫婦二人

の国民年金保険料を区の集金人や出張所で納付していた。また、時期は定かでないが、

区の集金人が来なくなってからも、妻が夫婦二人の保険料を金融機関で納付していた。

申立期間①、②、③及び⑤の保険料が未納とされ、申立期間④の保険料が免除とされ

ていることに納得できない。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の記号番号の任意加入被保険者

に係る資格取得日から、昭和 40年４月頃に夫婦連番で払い出されたと推認できる。 

申立期間①、②及び③については、申立人が上記手帳記号番号払出時点から現在まで

居住している区の国民年金被保険者名簿の検認記録欄では、申立期間①のうち昭和 40

年４月から 47 年３月までの国民年金保険料は未納とされているほか、59 年５月 10 日

現在のデータに基づいて作成された年度別納付状況リストでは、申立期間①、②及び③

の保険料は未納とされている上、申立人が当該リスト作成時点から 60 歳まで保険料を

納付したとしても納付月数が受給資格期間に 20か月不足する旨の記載がある。 

申立期間④については、上記リストでは、当該期間のうち昭和57年度及び58年度の

保険料は申請免除と記録されており、オンライン記録では、59 年度及び 60 年度の保険

料に係る免除申請年月日及び処理年月日が確認できるところ、申立人から保険料の免除

  



申請が無いにもかかわらず、行政機関が連続した４年度にわたる当該期間を保険料免除

期間とする事務処理を行い続けたとは考え難い。 

申立期間⑤については、申立人の妻は、夫婦二人の保険料を納期限までに納付してい

たと述べているが、妻の当該期間直前の昭和 61年４月の保険料は62年10月26日、当

該期間直後の 63年４月から平成２年３月までの保険料は同年７月23日にいずれも過年

度納付されたことがオンライン記録で確認でき、必ずしも納期限内に納付されていない

など、妻は当該期間の保険料に係る納付状況に関する記憶が明確でない。 

また、申立期間は５回（計 199か月）に及び、申立人の手帳記号番号が払い出された

昭和 40 年４月以降、申立人は氏名に変更が無く、同一区内に居住しており、この手帳

記号番号により、申立人の記録管理が行われていることが確認できることから、これだ

けの回数及び期間について事務処理誤りが起こるとは考え難い。 

そのほか、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

  



関東東京国民年金 事案13954 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年１月から 43年３月までの期間、44年１月から 45 年 12月までの

期間、46 年４月から 47 年９月までの期間、48 年１月から同年３月までの期間、55 年

７月から61年３月までの期間及び同年５月から63年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和42年１月から43年３月まで 

             ② 昭和 44年１月から45年12月まで 

             ③ 昭和 46年４月から47年９月まで 

             ④ 昭和 48年１月から同年３月まで 

             ⑤ 昭和55年７月から57年３月まで 

             ⑥ 昭和 57年４月から61年３月まで 

             ⑦ 昭和 61年５月から63年３月まで 

私たち夫婦は、昭和 40 年４月頃に国民年金の加入手続を行い、私が夫婦二人の国

民年金保険料を区の集金人や出張所で納付していた。また、時期は定かでないが、区

の集金人が来なくなってからも、私が夫婦二人の保険料を金融機関で納付していた。

申立期間①、②、③、④、⑤及び⑦の保険料が未納とされ、申立期間⑥の保険料が免

除とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の記号番号の任意加入被保険者

に係る資格取得日から、昭和 40年４月頃に夫婦連番で払い出されたと推認できる。 

申立期間①、②、③、④及び⑤については、申立人が上記手帳記号番号払出時点から

現在まで居住している区の国民年金被保険者名簿の検認記録欄では、申立期間①、②及

び③のうち、昭和 46年４月から 47年３月までの国民年金保険料は未納とされているほ

か、59 年５月 10 日現在のデータに基づいて作成された年度別納付状況リストでは、申

立期間②のうち、44 年４月以降の期間と申立期間③、④及び⑤の保険料は未納とされ

ている。 

  



申立期間⑥については、上記リストでは、当該期間のうち昭和57年度及び58年度の

保険料は申請免除と記録されており、オンライン記録では、59 年度及び 60 年度の保険

料に係る免除申請年月日及び処理年月日が確認できるところ、申立人から保険料の免除

申請が無いにもかかわらず、行政機関が連続した４年度にわたる当該期間を保険料免除

期間とする事務処理を行い続けたとは考え難い。 

申立期間⑦については、申立人は、夫婦二人の保険料を納期限までに納付していたと

述べているが、当該期間直前の昭和 61年４月の保険料は62年10月26日、当該期間直

後の63年４月から平成２年３月までの保険料は同年７月23日にいずれも過年度納付さ

れたことがオンライン記録で確認でき、必ずしも納期限内に納付されていないなど、申

立人は当該期間の保険料に係る納付状況に関する記憶が明確でない。 

また、申立期間は７回（計 152か月）に及び、申立人の手帳記号番号が払い出された

昭和 40 年４月以降、申立人は氏名に変更が無く、同一区内に居住しており、この手帳

記号番号により、申立人の記録管理が行われていることが確認できることから、これだ

けの回数及び期間について事務処理誤りが起こるとは考え難い。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25136（事案13728の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年11月１日から34年７月１日まで 

  Ａ社（昭和34年２月20日にＢ社に社名変更）に勤務した期間のうち、申立期間につ

いて、厚生年金保険の加入記録が無い旨を第三者委員会に申し立てたところ、同委員

会から、記録訂正を行うことができない旨の通知があった。 

  しかし、第三者委員会の判断は明らかな誤りである。今回、新たに入手した情報及

び資料を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間に係る前回の申立てについては、申立人が申立期間にＡ社及びＢ社に勤務

していたことは推認できるものの、両事業所は、申立期間は厚生年金保険の適用事業

所となっていない上、当時の事業主及び従業員の回答から、申立期間の厚生年金保険

料の事業主による給与からの控除について確認することはできず、また、両事業所に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、年金記録の改ざんの形跡等の不合理な

訂正記録は無く、社会保険事務所（当時）の事務処理に不自然さは見当たらないこと

などから、既に年金記録確認Ｃ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき平成22年12

月22日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

２ これに対し、申立人は、新たな資料及び情報として、申立人の二人の兄が作成した

陳述書などを添えた「申立の概要」を提出しており、ⅰ）本件会社は、昭和24年５月

の設立後40年11月に解散するまでＤ市内で電気工事事業を営んでおり、その間、厚生

年金保険から脱退することは事実上あり得なかったこと、ⅱ）第三者委員会が最大の

論拠とした被保険者名簿には、事実上あり得ない虚偽事実が記載されており、その信

用性は皆無であること、ⅲ）申立人が社会保険事務所担当者から手渡されたとする中

央に「事業所Ｂ社」と書かれた書面（Ｂ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者原

票）にも重大な誤りがあることから、前回の第三者委員会の判断は誤りであると主張

  



し、改めて調査を行い、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい

としている。 

３ そこで、「申立の概要」に記載されているⅰ）からⅲ）までの主張を調査、審議し

た。 

上記ⅰ）の主張の根拠として、申立人は、第一に、Ａ社は、申立期間についても従

前と変わりなく法人の事業所として電機工事事業を継続しており、同社の従業員数が、

当時の厚生年金保険法における強制適用事業所の適用要件である５人以上を満たさな

くなった場合でも、そのまま厚生年金保険の適用を受けることが可能で、そうするの

が一般的であることから、同社が厚生年金保険から脱退し資格を喪失する理由は無い

としている。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社は昭

和24年10月31日をもって、「強制適用事業所」の要件を満たさなくなり、25年11月１

日まで「任意包括適用事業所」とみなされていることが確認できるところ、申立期間

当時の厚生年金保険法第20条の２においては、任意包括適用事業所について、事業主

は、被保険者の４分の３以上の同意を得た上で、行政庁の認可を受け、その被保険者

の全員の資格を喪失させることができる旨規定されており、同年６月以降、被保険者

が事業主の子である申立人と申立人の長兄の二人のみとなった同社が厚生年金保険か

ら脱退したとしても不自然なことではない。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険適用事業所台帳及び厚生年金保険被保険者

証番号払出簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和34年７月１日

を適用年月日として、申立人及び申立人の長兄を含めた６人に新規に厚生年金保険被

保険者証番号が連続して払い出されていることが確認できるところ、申立人及びその

長兄の番号はそれらの者がＡ社において被保険者であったときの番号とは異なってい

ることが確認できる。 

さらに、上記払出簿で確認できる適用年月日とＢ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿で確認できる上記６人の資格取得日は、いずれも昭和34年７月１日で一致

している。 

第二に、申立人は、申立期間当時、Ｅ社は厚生年金保険に加入していない事業所に

は絶対に下請させない方針であったから、Ａ社が申立期間に厚生年金保険の適用を受

けないままＥ社の下請作業をすることは事実上不可能であり、Ａ社が昭和25年11月１

日に厚生年金保険の適用事業所でなくなることはあり得ないとしている。 

しかしながら、Ｅ社は、「申立期間当時、当社の下請作業に従事しようとする事業

所は、当社との間に電機工事の一括受注契約を締結しているＦ組合へ加入していなけ

ればならなかったが、労働保険（労災保険・雇用保険）や社会保険（健康保険・厚生

年金保険）への加入は義務づけていなかった。」と回答しているところ、Ｆ組合が保

有する組合員名簿（平成25年７月１日現在）によると、Ａ社は、昭和25年２月27日に

同組合に加入し、現在までＧの商号で継続して加入していることが確認できるが、同

店が掲載されているＨ支部のページに掲載されている他事業所12社の厚生年金保険の

  



適用状況をオンライン記録で確認したところ、４社については厚生年金保険の適用事

業所としての記録は確認できず、Ａ社と同日に同組合に加入した３社は、それぞれ32

年６月１日、35年２月１日、63年６月１日に厚生年金保険の適用事業所となっている

上、残りの５社についても同組合に加入した日より後に厚生年金保険の適用事業所と

なっていることが確認できる。 

第三に、申立人は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなかったとすれば、同社の

従業員は全員健康保険にも加入していなかったこととなり、10年近い期間に、同社の

従業員が誰も健康保険に加入していなかったという想定は常識に反することであると

しているが、上記のとおり、Ｆ組合に加入している事業所で厚生年金保険に加入して

いない事業所も確認できる上、申立期間当時、Ｄ市では昭和29年７月から国民健康保

険の事業が開始されていることから、同年７月以降の国民健康保険への加入は可能で

あったことが確認できる。 

これらのことから、申立期間当時、Ａ社が、継続して厚生年金保険の適用事業所で

あったとする事情は見当たらない。 

上記ⅱ）の主張の根拠として、申立人は、第一に、Ａ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿は、昭和24年６月４日から25年11月１日までの被保険者記録に関する

書面であるにもかかわらず、Ｉ社会保険事務所（当時）が63年にＪ社会保険事務所

（当時）とＫ社会保険事務所（当時）に分かれたことにより使われ始めたはずの

「Ｌ」の印（○で囲んだ「Ｌ」の印。以下「Ｌ印」という。）が、当該被保険者名簿

の「健康保険ノ番号」欄に押されているのは、同年以降に、何らかの理由で当該被保

険者名簿に手が加えられたか、その時点で新たに作成されたことを疑わせる事実であ

るとしている。 

しかしながら、申立人が指摘している上記被保険者名簿にはＬ印のほかに、○で囲

んだ「Ｍ」の押印を確認することができるところ、Ｉ社会保険事務所で使用されてい

たＡ社以外の複数の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても同様

の押印が確認できる上、他県の社会保険事務所が管轄する事業所の被保険者名簿にお

いても○で囲んだ「Ｏ」、「Ｐ」、「Ｑ」などの押印が確認できることから、Ｌ印が

Ｊ社会保険事務所を示すものではないと考えられる。 

また、上記被保険者名簿と同様の事項を被保険者ごとに記録した厚生年金保険被保

険者台帳においても同様のＬ印等が確認できるところ、同被保険者台帳は、昭和50年

から52年までの間にマイクロフィルム化され、保管・管理されていることから、63年

から業務を開始したＪ社会保険事務所がＬ印を使用したとは考え難い。 

さらに、日本年金機構は、上記被保険者名簿に押されているＬ印について、上記被

保険者台帳においても押されていることが確認できることから、Ｌ印は、被保険者名

簿と被保険者台帳の記載内容を照合したことを示す確認印であり、その押印時期につ

いては、被保険者台帳が昭和34年12月までに社会保険事務所から厚生省保険局年金保

険課（当時）に移管されていることから、Ｉ社会保険事務所がＪ社会保険事務所とＫ

社会保険事務所に分割された63年以降に押印されたものではないと推察されると回答

  



している。 

第二に、申立人は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る同僚の被保険者資格取得年月日が昭和25年６月１日とされているが、当該同僚が同

社に入社したのは28年であることから、当該資格取得日の記録は誤りであり、申立人

の次兄は24年９月12日頃に同社に入社しているにもかかわらず、同社における厚生年

金保険被保険者資格の取得記録が無いのは事実と相違しているとしている。 

しかしながら、申立人が指摘している上記被保険者名簿に記載されている当該同僚

は連絡先が不明であり、ほかに照会できる従業員もいないため事実を確認することは

できない。 

上記ⅲ）の主張の根拠として、申立人は、Ｂ社に係る自身の厚生年金保険被保険者

原票の被扶養者氏名欄には、申立人の長兄の子の名前が記載されているが、申立人は

長兄の子を扶養したことはなく、これは極めて明白かつ異常な誤りであるとしている。 

しかしながら、申立人が指摘している上記被保険者原票の被扶養者氏名欄には申立

人の長兄の子の名前の記載が確認できるものの、申立期間当時の健康保険法第１条第

２項には、現在の健康保険法第３条第７項と同様に、３親等内の親族について、被保

険者によって主として生計を維持され同一世帯にある場合には、その３親等内の親族

の者を被扶養者とすることができると規定されており、申立人の主張以外に申立人の

長兄の子が被扶養者氏名欄に記載されている事情について確認できる資料等は見当た

らない。 

なお、健康保険の被扶養者欄の内容は、厚生年金保険の加入や保険料控除と直接関

係するものではない。 

４ 以上のことから、申立人からの新たな資料及び情報については、年金記録確認Ｃ地

方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情に当たらず、申立人は、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25137 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年９月11日から34年７月１日まで 

Ａ社（昭和 34年２月 20日にＢ社に社名変更）に勤務した期間のうち、申立期間に

ついて、厚生年金保険の加入記録が無い。しかし、同社には、申立期間も含めて継続

して勤務しており、加入記録が無いことに納得できない。調査して、厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の二人の兄弟は、申立人が申立期間にＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたと供述している。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社は昭

和25年11月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなり、Ｂ社に係る健康保険厚生年

金保険適用事業所台帳によると、同社は34年７月１日に適用事業所となっていること

から、申立期間のほとんどは適用事業所となっていない。 

この点について申立人は、Ａ社が昭和24年５月の設立後40年11月に解散するまでＣ

市内で電気工事事業を営んでおり、その間、厚生年金保険から脱退することは事実上

あり得なかったと主張し、その根拠として、第一に、同社は、申立期間についても従

前と変わりなく法人の事業所として電機工事事業を継続しており、同社の従業員数が、

当時の厚生年金保険法における強制適用事業所の適用要件である５人以上を満たさな

くなった場合でも、そのまま厚生年金保険の適用を受けることが可能で、そうするの

が一般的であることから、同社が厚生年金保険から脱退し資格を喪失する理由は無い

としている。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社は昭

和24年10月31日をもって、「強制適用事業所」の要件を満たさなくなり、25年11月１

日まで「任意包括適用事業所」とみなされていることが確認できるところ、申立期間

  



当時の厚生年金保険法第20条の２においては、任意包括適用事業所について、事業主

は、被保険者の４分の３以上の同意を得た上で、行政庁の認可を受け、その被保険者

の全員の資格を喪失させることができる旨規定されており、同年６月以降、被保険者

が事業主の子である申立人の兄と弟の二人のみとなった同社が厚生年金保険から脱退

したとしても不自然なことではない。 

また、厚生年金保険被保険者証番号払出簿によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事

業所となった昭和34年７月１日を適用年月日として、申立人及び申立人の兄弟を含め

た６人に新規に厚生年金保険被保険者証番号が連続して払い出されていることが確認

できるところ、申立人の兄及び弟の番号はそれらの者がＡ社において被保険者であっ

たときの番号とは異なっていることが確認できる。 

さらに、上記払出簿で確認できる適用年月日とＢ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿で確認できる上記６人の資格取得日は、いずれも昭和34年７月１日で一致

している。 

第二に、申立人は、申立期間当時、Ｄ社は厚生年金保険に加入していない事業所に

は絶対に下請させない方針であったから、Ａ社が申立期間に厚生年金保険の適用を受

けないままＤ社の下請作業をすることは事実上不可能であり、Ａ社が昭和25年11月１

日に厚生年金保険の適用事業所でなくなることはあり得ないとしている。 

しかしながら、Ｄ社は、「申立期間当時、当社の下請作業に従事しようとする事業

所は、当社との間に電機工事の一括受注契約を締結しているＥ組合へ加入していなけ

ればならなかったが、労働保険（労災保険・雇用保険）や社会保険（健康保険・厚生

年金保険）への加入は義務づけていなかった。」と回答しているところ、Ｅ組合が保

有する組合員名簿（平成25年７月１日現在）によると、Ａ社は、昭和25年２月27日に

同組合に加入し、現在までＦの商号で継続して加入していることが確認できるが、同

店が掲載されているＧ支部のページに掲載されている他事業所12社の厚生年金保険の

適用状況をオンライン記録で確認したところ、４社については厚生年金保険の適用事

業所としての記録は確認できず、Ａ社と同日に同組合に加入した３社は、それぞれ32

年６月１日、35年２月１日、63年６月１日に厚生年金保険の適用事業所となっている

上、残りの５社についても同組合に加入した日より後に厚生年金保険の適用事業所と

なっていることが確認できる。 

第三に、申立人は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなかったとすれば、同社の

従業員は全員健康保険にも加入していなかったこととなり、10年近い期間に、同社の

従業員が誰も健康保険に加入していなかったという想定は常識に反することであると

しているが、上記のとおり、Ｅ組合に加入している事業所で厚生年金保険に加入して

いない事業所も確認できる上、申立期間当時、Ｃ市では昭和29年７月から国民健康保

険の事業が開始されていることから、同年７月以降の国民健康保険への加入は可能で

あったことが確認できる。 

これらのことから、申立期間当時、Ａ社が、継続して厚生年金保険の適用事業所で

あったとする事情は見当たらない。 

  



２ 申立人の氏名は、上記のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に見当たら

ない。 

この点について、申立人は、当該被保険者名簿に事実上あり得ない虚偽事実が記載

されており、その信用性は皆無であると主張し、その主張の根拠として、第一に、当

該被保険者名簿は、昭和24年６月４日から25年11月１日までの被保険者記録に関する

書面であるにもかかわらず、Ｈ社会保険事務所（当時）が63年にＩ社会保険事務所

（当時）とＪ社会保険事務所（当時）に分かれたことにより使われ始めたはずの

「Ｋ」の印（○で囲んだ「Ｋ」の印。以下「Ｋ印」という。）が、当該被保険者名簿

の「健康保険ノ番号」欄に押されているのは、同年以降に、何らかの理由で当該被保

険者名簿に手が加えられたか、その時点で新たに作成されたことを疑わせる事実であ

るとしている。 

しかしながら、上記被保険者名簿にはＫ印のほかに、○で囲んだ「Ｌ」の押印を確

認することができるところ、Ｈ社会保険事務所で使用されていたＡ社以外の複数の事

業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても同様の押印が確認できる上、

他県の社会保険事務所（当時）が管轄する事業所の被保険者名簿においても○で囲ん

だ「Ｍ」、「Ｎ」、「Ｏ」などの押印が確認できることから、Ｋ印がＩ社会保険事務

所を示すものではないと考えられる。 

また、上記被保険者名簿と同様の事項を被保険者ごとに記録した厚生年金保険被保

険者台帳においても同様のＫ印等が確認できるところ、同被保険者台帳は、昭和50年

から52年までの間にマイクロフィルム化され、保管・管理されていることから、63年

から業務を開始したＩ社会保険事務所がＫ印を使用したとは考え難い。 

さらに、日本年金機構は、上記被保険者名簿に押されているＫ印について、上記被

保険者台帳においても押されていることが確認できることから、Ｋ印は、被保険者名

簿と被保険者台帳の記載内容を照合したことを示す確認印であり、その押印時期は、

被保険者台帳が昭和34年12月までに社会保険事務所から厚生省保険局年金保険課（当

時）に移管されていることから、Ｈ社会保険事務所がＩ社会保険事務所とＪ社会保険

事務所に分割された63年以降に押印されたものではないと推察されると回答している。 

第二に、申立人は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る同僚の被保険者資格取得年月日が昭和25年６月１日とされているが、当該同僚が同

社に入社したのは28年であることから当該資格取得日の記録は誤りであり、自身は24

年９月12日頃に同社に入社しているにもかかわらず、同社における厚生年金保険被保

険者資格の取得記録が無いのは事実と相違しているとしている。 

しかしながら、申立人が指摘している上記被保険者名簿に記載されている当該同僚

は連絡先が不明であり、ほかに照会できる従業員もいないため事実を確認することは

できない。 

３ さらに、申立人は、Ｂ社に係る申立人の弟の厚生年金保険被保険者原票の被扶養者

氏名欄には、申立人の兄の子の名前が記載されているが、弟が兄の子を扶養したこと

はなく、これは極めて明白かつ異常な誤りであるとしている。 

  



しかしながら、申立人が指摘している上記被保険者原票の被扶養者氏名欄には申立

人の兄の子の名前の記載が確認できるものの、申立期間当時の健康保険法第１条第２

項には、現在の健康保険法第３条第７項と同様に、３親等内の親族について、被保険

者によって主として生計を維持され同一世帯にある場合には、その３親等内の親族の

者を被扶養者とすることができると規定されており、申立人の主張以外に申立人の兄

の子が被扶養者氏名欄に記載されている事情について確認できる資料等は見当たらな

い。 

なお、健康保険の被扶養者欄の内容は、厚生年金保険の加入や保険料控除と直接関

係するものではない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

  



関東東京厚生年金 事案25138 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年11月１日から34年７月１日まで 

 Ａ社（昭和34年２月20日にＢ社に社名変更）に勤務した期間のうち、申立期間につ

いて、厚生年金保険の加入記録が無い。しかし、同社には、申立期間も含めて継続し

て勤務しており、加入記録が無いことに納得がいかない。調査して、厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の二人の弟は、申立人が申立期間にＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと供述している。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社は昭

和25年11月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなり、Ｂ社に係る健康保険厚生年

金保険適用事業所台帳によると、同社は34年７月１日に適用事業所となっていること

から、申立期間は適用事業所となっていない。 

この点について申立人は、Ａ社が昭和24年５月の設立後40年11月に解散するまでＣ

市内で電気工事事業を営んでおり、その間、厚生年金保険から脱退することは事実上

あり得なかったと主張し、その根拠として、第一に、同社は、申立期間についても従

前と変わりなく法人の事業所として電機工事事業を継続しており、同社の従業員数が、

当時の厚生年金保険法における強制適用事業所の適用要件である５人以上を満たさな

くなった場合でも、そのまま厚生年金保険の適用を受けることが可能で、そうするの

が一般的であることから、同社が厚生年金保険から脱退し資格を喪失する理由は無い

としている。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社は昭

和24年10月31日をもって、「強制適用事業所」の要件を満たさなくなり、25年11月１

日まで「任意包括適用事業所」とみなされていることが確認できるところ、申立期間

  



当時の厚生年金保険法第20条の２においては、任意包括適用事業所について、事業主

は、被保険者の４分の３以上の同意を得た上で、行政庁の認可を受け、その被保険者

の全員の資格を喪失させることができる旨規定されており、同年６月以降、被保険者

が事業主の子である申立人と申立人の末弟の二人のみとなった同社が厚生年金保険か

ら脱退したとしても不自然なことではない。 

また、厚生年金保険被保険者証番号払出簿によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事

業所となった昭和34年７月１日を適用年月日として、申立人及び申立人の末弟を含め

た６人に新規に厚生年金保険被保険者証番号が連続して払い出されていることが確認

できるところ、申立人及びその末弟の番号はそれらの者がＡ社において被保険者であ

ったときの番号とは異なっていることが確認できる。 

さらに、上記払出簿で確認できる適用年月日とＢ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿で確認できる上記６人の資格取得日は、いずれも昭和34年７月１日で一致

している。 

第二に、申立人は、申立期間当時、Ｄ社は厚生年金保険に加入していない事業所に

は絶対に下請させない方針であったから、Ａ社が申立期間に厚生年金保険の適用を受

けないままＤ社の下請作業をすることは事実上不可能であり、Ａ社が昭和25年11月１

日に厚生年金保険の適用事業所でなくなることはあり得ないとしている。 

しかしながら、Ｄ社は、「申立期間当時、当社の下請作業に従事しようとする事業

所は、当社との間に電機工事の一括受注契約を締結しているＥ組合へ加入していなけ

ればならなかったが、労働保険（労災保険・雇用保険）や社会保険（健康保険・厚生

年金保険）への加入は義務づけていなかった。」と回答しているところ、Ｅ組合が保

有する組合員名簿（平成25年７月１日現在）によると、Ａ社は、昭和25年２月27日に

同組合に加入し、現在までＦの商号で継続して加入していることが確認できるが、同

店が掲載されているＧ支部のページに掲載されている他事業所12社の厚生年金保険の

適用状況をオンライン記録で確認したところ、４社については厚生年金保険の適用事

業所としての記録は確認できず、Ａ社と同日に同組合に加入した３社は、それぞれ32

年６月１日、35年２月１日、63年６月１日に厚生年金保険の適用事業所となっている

上、残りの５社についても同組合に加入した日より後に厚生年金保険の適用事業所と

なっていることが確認できる。 

第三に、申立人は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなかったとすれば、同社の

従業員は全員健康保険にも加入していなかったこととなり、10年近い期間に、同社の

従業員が誰も健康保険に加入していなかったという想定は常識に反することであると

しているが、上記のとおり、Ｅ組合に加入している事業所で厚生年金保険に加入して

いない事業所も確認できる上、申立期間当時、Ｃ市では昭和29年７月から国民健康保

険の事業が開始されていることから、同年７月以降の国民健康保険への加入は可能で

あったことが確認できる。 

これらのことから、申立期間当時、Ａ社が、継続して厚生年金保険の適用事業所で

あったとする事情は見当たらない。 

  



２ 申立人は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に事実上あり得ない虚偽

事実が記載されており、その信用性は皆無であると主張し、その主張の根拠として、

第一に、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿は、昭和24年６月４日から25

年11月１日までの被保険者記録に関する書面であるにもかかわらず、Ｈ社会保険事務

所（当時）が63年にＩ社会保険事務所（当時）とＪ社会保険事務所（当時）に分かれ

たことにより使われ始めたはずの「Ｋ」の印（○で囲んだ「Ｋ」の印。以下「Ｋ印」

という。）が、当該被保険者名簿の「健康保険ノ番号」欄に押されているのは、同年

以降に、何らかの理由で当該被保険者名簿に手が加えられたか、その時点で新たに作

成されたことを疑わせる事実であるとしている。 

しかしながら、申立人が指摘している上記被保険者名簿にはＫ印のほかに、○で囲

んだ「Ｌ」の押印を確認することができるところ、Ｈ社会保険事務所で使用されてい

たＡ社以外の複数の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても同様

の押印が確認できる上、他県の社会保険事務所（当時）が管轄する事業所の被保険者

名簿においても○で囲んだ「Ｍ」、「Ｎ」、「Ｏ」などの押印が確認できることから、

Ｋ印がＩ社会保険事務所を示すものではないと考えられる。 

また、上記被保険者名簿と同様の事項を被保険者ごとに記録した厚生年金保険被保

険者台帳においても同様のＫ印等が確認できるところ、同被保険者台帳は、昭和50年

から52年までの間にマイクロフィルム化され、保管・管理されていることから、63年

から業務を開始したＩ社会保険事務所がＫ印を使用したとは考え難い。 

さらに、日本年金機構は、上記被保険者名簿に押印されているＫ印について、上記

被保険者台帳においても押印されていることが確認できることから、Ｋ印は、被保険

者名簿と被保険者台帳の記載内容を照合したことを示す確認印であり、その押印時期

は、被保険者台帳が昭和34年12月までに社会保険事務所から厚生省保険局年金保険課

（当時）に移管されていることから、Ｈ社会保険事務所がＩ社会保険事務所とＪ社会

保険事務所に分割された63年以降に押印されたものではないと推察されると回答して

いる。 

第二に、申立人は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る同僚の被保険者資格取得年月日が昭和25年６月１日とされているが、当該同僚が同

社に入社したのは28年であることから、当該資格取得日の記録は誤りであり、申立人

の次弟は24年９月12日頃に同社に入社しているにもかかわらず、同社における厚生年

金保険被保険者資格の取得記録が無いのは事実と相違しているとしている。 

しかしながら、申立人が指摘している上記被保険者名簿に記載されている当該同僚

は連絡先が不明であり、ほかに照会できる従業員もいないため事実を確認することは

できない。 

３ 申立人は、Ｂ社に係る末弟の厚生年金保険被保険者原票の被扶養者氏名欄には、自

身の子の名前が記載されているが、末弟が当該子を扶養したことはなく、これは極め

て明白かつ異常な誤りであるとしている。 

  



しかしながら、申立人が指摘している上記被保険者原票の被扶養者氏名欄には申立

人の子の名前の記載が確認できるものの、申立期間当時の健康保険法第１条第２項に

は、現在の健康保険法第３条第７項と同様に、３親等内の親族について、被保険者に

よって主として生計を維持され同一世帯にある場合には、その３親等内の親族の者を

被扶養者とすることができると規定されており、申立人の主張以外に申立人の子が被

扶養者氏名欄に記載されている事情について確認できる資料等は見当たらない。 

なお、健康保険の被扶養者欄の内容は、厚生年金保険の加入や保険料控除と直接関

係するものではない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25139 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年４月２日から34年３月30日まで 

年金記録の確認をしたところ、申立期間について脱退手当金の支給記録があること

を知った。 

しかし、申立期間の後に勤務したＡ社の厚生年金保険被保険者期間については、脱

退手当金を受給した記憶があるが、申立期間に勤務したＢ社の厚生年金保険被保険者

期間については、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、

申立期間の脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る脱退手当金については、その支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和34年８月20日

に支給決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかが

えない。 

また、申立人から脱退手当金について聴取しても、受給した記憶が無いというほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25140（事案10319の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和31年３月１日から同年７月１日まで 

          ② 昭和31年10月１日から39年４月30日まで 

私には、申立期間に係る脱退手当金の請求手続を行ったことや、もらった記憶は無

いので、当該脱退手当金の支給記録を取り消してほしいと第三者委員会に申し立てた

が、認められなかった。 

しかし、第三者委員会の審議結果に納得できないので、新たな証拠等は提出できな

いが、改めて審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立期間に係る最終事業所における健康保険厚生

年金保険被保険者名簿の申立人の氏名は、事業所を退職後の昭和39年７月31日に訂正

処理がなされており、申立期間の脱退手当金は同年９月 25 日に支給決定されているこ

とを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて氏名訂正が行われたと考えるのが自然であ

ること、当該被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されて

いるとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る最終事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月半後に支給決定さ

れているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないことなどの理由により、既に

年金記録確認Ａ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、平成22年６月30日付けで

年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、上記審議結果に納得できないとし、申立てを行っているが、申立人

から新たな資料や情報が得られず、年金記録確認Ａ地方第三者委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が、申立期間に係る脱退手当金を

受給していないものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25141 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年４月７日から34年４月29日まで 

年金記録の確認をしたところ、申立期間について脱退手当金の支給記録があること

を知った。 

しかし、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、申立期

間の脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間に勤務していたＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記

載されている者のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和34年４月

29日の前後各３年以内に資格喪失した女性であって、同社において脱退手当金の受給資

格を有する11名について、脱退手当金の支給記録を確認したところ、申立人を含む10名

に支給記録が確認でき、当該10名全員が厚生年金保険被保険者資格喪失日から４か月以

内に支給決定がなされている上、同一日に資格喪失し、同一日に支給決定されている者

が３組６名おり、このうち連絡の取れた１名は、「退職するときに会社から脱退手当金

の説明があった。脱退手当金の請求手続は、会社がしてくれた。」と供述していること

を踏まえると、同社では脱退手当金の代理請求を行っており、申立人の脱退手当金の請

求についても、同社が代理請求をした可能性が高いと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金が支給決定さ

れた昭和34年８月29日の直前の同年６月29日に、脱退手当金の裁定のために必要となる

標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録さ

れている上、上記被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されていることを

意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算

上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から４か月後に支給

決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

  



ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25142 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から③までについて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 58年７月１日から59年９月１日まで 

           ② 昭和61年10月１日から62年10月１日まで 

           ③ 平成元年 10月１日から４年９月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間①から③までにおける標準

報酬月額が直前の標準報酬月額より下がっている。給与は上がることはあっても、下

がることはなかったので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①から③までについて、給与が下がることはなかったと主張して

いる。 

しかしながら、Ｂ社は、申立人の申立期間①から③までの標準報酬月額が下がってい

ることについて、給与の主な変動要素は手当の増減によるものと思われるが、申立人に

係る保険料控除額を確認できる賃金台帳等の資料を保存していないため確認できない旨

回答している上、同社が加入しているＣ健康保険組合は、当該期間の資料は保存期限が

経過しているため申立人に係る保険料控除額を確認できない旨回答していることから、

申立人の主張する報酬月額及び保険料控除額について確認することができない。 

また、申立期間①から③までにおいて、Ａ社で継続して厚生年金保険の被保険者とな

っている 24 人に照会したところ、10 人が残業手当及び役職手当によって給与が変動し

たとしており、うち４人は、役職になると残業手当の非対象者となり給与が下がること

があったと回答している。 

さらに、申立期間を含む昭和 55 年 10 月から平成４年 10 月までの期間において、申

立人と同様に標準報酬月額が下がったことがある者が 28 人確認できるところ、上記回

答のあった従業員の一人は、自身の給与と標準報酬月額の記録は一致していると回答し

ている。 

  



加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録において、申立人の標

準報酬月額に係る記録に不備な点は無く、遡って標準報酬月額の訂正が行われる等の不

自然な処理は見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間①から③までについて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25143 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年３月１日から48年11月11日まで 

平成 25 年８月頃に届いた厚生年金保険の期間照会の回答を見て、脱退手当金の支

給記録があることを初めて知った。しかし、Ａ社の退職時には、脱退手当金も退職金

も受給した記憶が無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱

退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間の

脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約７か月半後に支給決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いというほ

かに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25144 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成23年８月１日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬額に

見合う標準報酬月額と相違している。同社が年金事務所に事後訂正の届出を行ってく

れたが、時効により厚生年金保険は納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬

月額は訂正前の記録となっている。申立期間の給料支払明細書を提出するので、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における平成 23 年８月の標準報酬月額は、

当初、13 万 4,000 円と記録されていたところ、同社は、同年５月の昇給に伴う健康保

険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届を管轄年金事務所に提出していなかったとして、

25 年 10 月に訂正の届出を行い、同年 10 月 16 日付けで 15 万円に訂正されているが、

時効により保険料は納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、訂正前の

13万4,000円となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合

う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

申立人から提出のあった申立期間の給料支払明細書及びＡ社から提出のあった申立人

に係る平成 23 年度給与台帳において確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額（15 万

円）は、申立人が主張する標準報酬月額であることが確認できるが、保険料控除額に見

合う標準報酬月額（13 万 4,000 円）は、オンライン記録の標準報酬月額と一致してい

ることが確認できる。 

  



このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25145（事案22021及び24376の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年５月13日から42年９月13日まで 

申立期間については、過去２回にわたり、脱退手当金を受給していないので、脱退

手当金の支給記録を取り消してほしいと第三者委員会に申し立てたが認められなかっ

た。 

しかし、自分で申立期間に係る脱退手当金裁定請求書及びその添付資料のカラーコ

ピーを再度取り寄せ、記載内容を再確認し、年金事務所の担当者等の関係者に照会し

たが、やはり社会保険事務所（当時）において、申立期間に係る脱退手当金の支給に

ついて適切な事務処理が行われたとは考えられず、私が申立期間の脱退手当金を受給

した記憶も無いので、第三者委員会の審議結果には納得できず、再度申し立てるので、

脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）年金事務所に脱退手当金が支給決定された根

拠となる「脱退手当金裁定請求書」、「脱退手当金計算書」等が保存されており、それ

らの記載内容とオンライン記録の内容は一致している上、当該裁定請求書について、申

立人は、自ら作成したことを認めていることから、当該脱退手当金の請求は申立人の意

思に基づき行われたものと認められること、ⅱ）申立人は、申立期間及びＡ社の厚生年

金保険被保険者期間に係る厚生年金保険被保険者証を保有しており、当該被保険者証に

は「脱」の表示（押印）が二つ確認でき、これらの表示は、申立期間及びＡ社の厚生年

金保険被保険者期間に係る脱退手当金の支給手続の際に、それぞれ押印されたと認めら

れることから、申立人に申立期間に係る脱退手当金が支給されたものと考えられること、

ⅲ）Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されている

ことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないことなど

から、既に年金記録確認Ｃ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、平成23年11月30

  



日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知及び年金記録確認関東地方第三者委員

会の決定に基づき、25年６月26日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

今回、申立人は、上記委員会の審議結果に納得できないとして、申立期間に係る脱退

手当金裁定請求書及びその添付書類の一部コピーを改めて提出し、申立期間に係る脱退

手当金の支給記録を取り消してほしいと主張している。 

しかしながら、申立人から提出された資料は、年金記録確認Ｃ地方第三者委員会及び

年金記録確認関東地方第三者委員会のこれまでの決定を変更すべき新たな事情とは認め

られず、そのほか年金記録確認Ｃ地方第三者委員会及び年金記録確認関東地方第三者委

員会のこれまでの決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25146（事案8443、22021及び24376の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年10月20日から47年３月26日まで 

申立期間については、過去３回にわたり、脱退手当金を受給していないので、脱退

手当金の支給記録を取り消してほしいと第三者委員会に申し立てたが認められなかっ

た。 

しかし、自分で申立期間に係る脱退手当金裁定請求書及びその添付資料のカラーコ

ピーを再度取り寄せ、記載内容を再確認し、年金事務所の担当者等の関係者に照会し

たが、やはり社会保険事務所（当時）において、申立期間に係る脱退手当金の支給に

ついて適切な事務処理が行われたとは考えられず、私が申立期間の脱退手当金を受給

した記憶も無いので、第三者委員会の審議結果には納得できず、再度申し立てるので、

脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が現在も所持している厚生年金保険被

保険者証には、脱退手当金を支給した旨の「脱」の表示が確認できることを踏まえると、

申立期間について申立人の意思に基づかないで脱退手当金が請求されたものとは認め難

いこと、ⅱ）申立期間に係る脱退手当金裁定請求書には、払渡店としてＡ社の被保険者

期間に係る脱退手当金裁定請求書と同じ銀行支店名が記載されていることから、申立人

の意思に基づき脱退手当金が請求されたものと考えられること、ⅲ）Ｂ社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」

の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無

く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和 47 年８月

29 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないことなど

から、既に年金記録確認Ｃ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、平成 22 年４月

14日付け及び 23年 11月 30日付けでそれぞれ年金記録の訂正は必要でないとする通知

並びに年金記録確認関東地方第三者委員会の決定に基づき、25 年６月 26 日付けで年金

  



記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、上記委員会の審議結果に納得できないとして、申立期間に係る脱退

手当金裁定請求書及びその添付書類の一部コピーを改めて提出し、申立期間に係る脱退

手当金の支給記録を取り消してほしいと主張している。 

しかしながら、申立人から提出された資料は、年金記録確認Ｃ地方第三者委員会及び

年金記録確認関東地方第三者委員会のこれまでの決定を変更すべき新たな事情とは認め

られず、そのほか年金記録確認Ｃ地方第三者委員会及び年金記録確認関東地方第三者委

員会のこれまでの決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25147 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年３月１日から43年９月１日まで 

 Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、販売及び製

造担当として 19 歳から 25 歳までの間、住み込みで勤務した。その証拠として、同

社が加入していたＢ協同組合から昭和 43 年５月 10 日付けで、同社における職務の

功績が顕著であるとの表彰をうけたときの表彰状を提出するので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＢ協同組合から発行された昭和43年５月10日付けの表彰状に

より、勤務期間の特定はできないものの、申立人がＡ社に勤務していたことはうかがえ

る。 

しかしながら、オンライン記録及びＡ社から提出された適用通知書によると、同社は

平成９年８月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所と

なっていないことが確認できる。 

また、Ａ社は、申立期間当時の資料は既に破棄しているが、同社が厚生年金保険の適

用事業所となる前は、Ｃ国民健康保険組合に加入しており、政府管掌健康保険と厚生年

金保険には加入していなかったので、申立人が勤務していたとする期間は厚生年金保険

には加入していなかったと思われる旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

  




